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労働関係法令の立法や改正が相次ぐ一方で、労働者の権利意言哉の高揚などにより個別労働紛争が増力]するなど、人

事労務管理に携わる者のみならず職場の管理者にとつて、様々なトラブルの未然防止のために、労働法務の基礎矢]識と

留意点の習得 活用は必須不可欠となつております。

このため、トラブルの未然防止と早期かつ適切な解決のため、企業の経営者、経営幹部はもとより、総務 人事労務部

門のスタッフや企業を指導する社会保険労務士の方々など多数の方にこ参加いただきたくこ案内申し上げます。

■ 開催予定 (場所 :高松商工会議所501会議室  13:30～ 16:00[第 1回 は16130])

第1回例会 5月 23日 (火 )

【メンタルヘルスをめぐる対応】

メンタルヘルスを巡る現状

メンタルヘルスに関する企業責任 など

第一美蓉法律事務所

弁護士 木 下 潮 音 氏
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第2回例会 7月 25日 (火 )

〔労働契約法16条をめぐる法律問題】

試用期間中の解雇

有期契約労働者の解雇 雇止 なと

中之島中央法律事獅所

鋪 士 勝 井 良 光 氏
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第3回例会 8月 29日 (りに)

【ハラスメント相談・申告への初動と

実務的対応】

ハラスメントと法的責任

ハラスメント相談 申告への対応 など

丸尾法律事務所

補 士 丸 尾 拓 養 氏
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第4回例会 9月 22日 (金 )

【労働時間管理の法律と
実務ポイント】

労働時間に関する規制とは

労働基準監督署への対応 なと

弁護士法人 淀屋橋 山上合同

弁護士 渡 邊  徹 氏
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第5回例会 10月 20日 (金)

【就業規則をめぐる諸問題】

作成手続き 業務  不利益変更問題

・t業規則不備問題対応 など

竹林 畑 中川 福島法律事務所

弁護士 竹林 竜太郎 氏

個別的労働問題が増大し

ており、そのリスクマネジ

メントは人事労務担当者

の重要な業務の一環 !

後手に回ると、時間的・

金餞的。社会的に大きな

ダメージ !

セミナーの申込方法は

裏面をご覧ください。
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香 川 県 経 営 者 協 会 香川県社会保険労務士会



申 込 要 領

下記「参力]申込書」こ所要事項をこ記入のうえ、当協会

へFAXこてお申込みください。

(受付よ、会費入金により完了とさせていただきます)

原則として参力0ができない場合、会費の返却はいたしか

ねますので 代理の方のこ参力0をお願いいたしま魂

お手数ですが、下記□座宛に会費をお振込み下さるよ

うお願いしま或 お振込みの場合、振込控をもつて領

収証に代えさせていただきます。なお、恐れ入ります

が、振込手数料は貴社・団体にてこ負担をお願いいた

しま魂

【定 員 】 70名  米多数の申込みが予想されます0て お早めに申込みください.

割 ‖県経営者協会

「平成29年度労働法ビジネスセミナー」係

〒760-0017高松市播町21日 2番 2号 (高松商工会議所会館5者 )

TEL(087)821-4691  FAX(087)825-922

´個人情報の取扱いについて
一

会費・振込先

く会 費〉 ※会費は5回分の費用

会  員 会 員 外

1名 につき
(贅 Iイ ■ヽを合ち,

29,900円 36,000円

“

)参カロお申込みによりこ提示いただきました個人情報よ、

本研究会に関わるこ連絡、参加者名簿の作成など運営上

の管理ならびに当協会が主催 実施する各種事業におけ

るサービスのこ提供や事業のこ案内のために利用させて

いただきます。

②本バンフレット記載事項の無断瓢載をお肝りいたしま魂

会 場 案 内
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※「会員Jと は 香川県経営者協会会員 月28年度労働法ビジネスセミナー

受講者および香川県社会保険労務士会会員をいう

〈振込先〉

会社 け体名

銀 行 名 百十四銀行本店 香川銀行本店

口座 (,t通 ) 1233480 3503823

名義 (共通) 香川県経営者協会

香川県経営者協会行き

FAXl(087)825‐ 9274
「平成29年度労働法ビジネスセミナー」参加申込書
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